福指第328号
令和７年10月23日
各指定居宅サービス事業者　様
　各指定介護予防サービス事業者　様
各指定介護老人福祉施設の開設者　様
　各介護老人保健施設の開設者　様
　各介護医療院の開設者　様

（知事が指定権者となっている事業所等のみ）

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課長

指定介護事業所の指定（許可）更新手続きについて（依頼）

日頃、介護保険事業の適正実施について、御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、令和２年４月１日に指定（許可）の更新又は新規指定を受けた事業所につきましては、令和８年３月31日に指定（許可）の有効期間の満了日を迎えますが、該当する事業所が多数に上ります。

県では、この一斉更新について効率的に、適切に処理したいと考えており、静岡県庁のホームページに掲載する「令和８年３月31日に指定有効期間満了を迎える介護事業所リスト（更新申請前倒し受付スケジュール表）」（以下「スケジュール表」と表記）のとおり、分散・前倒しした指定更新申請書受付期間を設けることといたしました。

つきましては、趣旨を御理解の上、別紙の留意事項を踏まえて、スケジュール表の「更新申請の目安の提出期限」に沿って、指定更新申請書を前倒しして提出していただきますよう御協力よろしくお願いいたします。

なお、スケジュール表のほか前倒し申請に関する詳細は、静岡県のホームページの次のリンク先（※）から御確認ください。

　https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/fukushijigyoshashido/1002966/1078003.html　　　　　

※静岡県庁のホームページ内の検索検索キーワードは下記のとおり

（括弧内の検索ＩＤを用いてもリンクできます。）

「介護保険事業者の指定・変更の手続き」

－「令和8年3月31日に指定（許可）の有効期限が満了する指定介護事業所の 指定（許可）更新手続きについて」（検索ＩＤ：1078003）

担当・電話番号　介護指導第１班・054-221-2409

　　　　　　　　　　　　　介護指導第２班・054-221-3256

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　 fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp
